
 

令和７年７月２日  

各施設 代表者 様 

 

           大阪市こども青少年局  

幼保施策部幼保企画課長  

 

令和７年度大阪市民間児童福祉施設等における翻訳機導入支援事業費補助金の 

交付申請について（ご案内） 

 

 

平素は、本市こども・子育て支援施策にご理解、ご協力賜り、厚くお礼申しあげます。 

このたび、令和７年度翻訳機導入支援事業費補助金の交付申請受付を次のとおり行いますの

で、事業の実施の予定がある施設・事業所につきましては、交付要綱をご確認いただき、本市

が指定したクラウド環境「kintone」において必要事項をご入力いただきますようお願いいたし

ます。 

 

記 

 

１ 補助対象要件及び補助金額 

  別紙「大阪市民間児童福祉施設等における翻訳機導入支援事業費補助金交付要綱」 

第３条から第５条のとおり 

（対象施設は、保育所、幼稚園型を除く認定こども園、地域型保育事業所） 

     ※本制度を利用して機器を購入したことのある施設は対象外です。 

 

２ 申請（入力）方法 

（1）本市が指定したクラウド環境「kintone」にログインしてください。 

（2）アプリ一覧の中の「3131_翻訳機交付申請」について、別添の操作マニュアルに沿って入 

 力してください。 

 

３ 提出資料 

（1）大阪市民間児童福祉施設等における翻訳機導入支援事業費補助金交付申請書 ※ 

（2）翻訳機の見積書 

（3）翻訳機の機能等を詳細に確認できる資料（機器パンフレットなど） 

（4）翻訳機導入の実施計画書（別添ひな形あり） ※ 

  ※ kintone への入力により提出とみなします。 

 

４ 提出方法・提出先 

kintone の「3131_翻訳機交付申請」に必要事項の入力及び必要書類を添付してください。 

 ※kintone への添付方法等については、別添 kintone の操作マニュアル（P.7）をご確認く



 

ださい。 

 

５ 提出期限  

令和７年７月 22 日（火） 

 

６ 留意事項 

（1）本市の交付決定前に販売事業者等と契約・購入を行ったものは対象外となります。 

必ず本市からの交付決定通知書が届いた後に契約・購入をしていただくようご注意くだ 

さい。 

（2）提出書類が不足しているまたは記載内容に不備等がみられる場合は、申請書類を審査し

た結果として、不交付決定となる場合がありますので、ご注意ください。 

（3）本市予算の範囲内で交付決定するものとします。 

（4）２回目の交付申請の受付は、令和７年 12 月頃に行う予定としています。 

 

【担当・問い合わせ先】 

大阪市こども青少年局 幼保施策部幼保企画課 七尾・尾﨑 

電話：06-6208-8083 

メール：kodomo-data@city.osaka.lg.jp 

mailto:kodomo-data@city.osaka.lg.jp

